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１ は じ め に 

 

福島県においては、廃食用油を原料とし、バイオデ

ィーゼル（以下、ＢＤＦという。「ＢＤＦ」は(有)染谷

商店の登録商標です。）として使用する市民運動が行わ

れている。 
また、平成 16 年度から福島県農業総合センターで

は、県の事業等により油糧作物の栽培試験、ＢＤＦの

農場管理現場での利用、県内各地におけるＢＤＦの実

態調査、工業分野の研究機関との共同研究、さらには

セミナーの主催など多面的な活動を行ってきた。 
本稿では、この間の調査活動やセミナー出席者の発

言等からＢＤＦ利用と課題について報告する。 
 

２ 福島県におけるＢＤＦ製造施設の概況 

 
平成 20 年 4 月現在、当農業総合センターが把握す

るＢＤＦの製造施設の概要は表 1 の通りである。 

製造装置は、1 回あたり処理量 100～200ℓ規模の市

販品のものから、大型の貯蔵タンクを持つ 5,000ℓ規模

のプラントまで様々であるが、「自社の業務用車輌」に

利用することや、「有価物」として購入している点が共

通している。 
これは、ＢＤＦを自動車に給油した場合、「故障は保

証対象外」であることから、「自社利用」を中心として

製造を始めているところが多い。最近では、当初から

販売目的で製造施設を設置する組織も出現した。 
一方、「有価物」としての対応は、「廃棄物と清掃に

関する法律」との関係であり、「廃棄物」ではなく「有

価物」として廃食用油を購入することで同法の適用を

逃れている。 
 
３ 製造されたＢＤＦの化学組成 

 

市民や多数の事業所から回収された廃食用油を原料

として製造されたＢＤＦの化学組成の一部は表 2 のと

おりである。 
これによれば、酸価値（油の劣化度合いを示す指標）

はＡ社とＨ社で、Ｎａ＋Ｋ（金属含量）はＫ村でＥＵ

規格の基準値を超えている。しかし、多くの事業所や

不特定多数の市民から回収する廃食用油を原料として

おり、年間を通じて一定基準のＢＤＦ製造は困難であ

る。製造施設所有者も荷受段階で原材料の酸価値はチ

ェックし極端な値の油は排除するとはいうものの、こ

れにも限界がある。 
 

４ ＢＤＦ利用のエンジン性能 

 
既述したように当農業総合センターでは農場管理現

場で 10 台のトラクタにＢＤＦを使用している。しか

し、職員からは「力がない」という指摘がなされた。

このため、国立高専機構福島工業高等専門学校の協力

を得て、ＢＤＦを使用した場合のエンジン性能特性試

験を実施した。 
(1)試験機材 

1)エンジン 

Ｋ社製 水冷 4 サイクル・ディーゼルエンジン 

ボア×ストローク 75ｍｍ×70ｍｍ 

燃焼室形式 渦流室式 

2)動力計、ロードセル：規格省略     

3)燃料：軽油 JIS2 号，ＢＤＦ ㈱Ａ社製造 

(2)試験結果 

軽油とＢＤＦの混合比率（体積比）を変化させた場

合のエンジンの軸出力を図 1 に示した。さらに、図 2、

3 にはピストンの位置とシリンダ内部の圧力を表すＰ

－θ曲線を示した。シリンダ内部での「発火遅れ」や

「燃焼時間」「燃焼圧」等は、軽油とＢＤＦで同等であ

る。以上より、定常状態での軸出力は「ＢＤＦが軽油

に劣ることはない」と言える。 
 

５ ま と め 

 

以上のような特徴を持つ BDF であるが、その利用

規模がこれまでの「顔の見える緩やかな関係の市民運

動」の範ちゅうを超えるにしたがって次のような問題

が発生してきており、その解決が急がれる。 



1）原料となる廃食用油の値上がり 「揮発油等の品質の確保等に関する法律」が改正さ

れ、ＢＤＦ混合軽油規格の法制化が行われた。 産業廃棄物としての規制を避けるために 1ℓ当たり

0.5 円程度で引き取ってきた廃食用油であるが、ＢＤ

Ｆが浸透するにつれ値上げを要求する自治体や企業が

増加している。 

ニートＢＤＦに関する規格は法制化されなかったも

のの、今後とも規格は厳格化されるものと思われる。 
 

また、従前から廃食用油を回収し、家畜のエサ用に

加工してきた業者との競合、あつれきが生じており、

価格も高騰している。 

現在行われているＢＤＦに関する活動は、小規模の

精製施設を中心とした市民運動に端を発したものであ

る。この市民運動は「環境保全」、「地球温暖化対策」

や「リサイクル運動」の一環として、省エネを身近な

ものとするために充分な活動であったと評価できる。 
2)高い品質のＢＤＦが要求されつつある 
原料の品質が不安定であるにもかかわらず、BDF に

対しては高い品質が求められつつある。このため、自

動車用のＢＤＦではなく、（品質の劣る）ボイラー用の

ＢＤＦへと商品のあり方を変更する動きもでてきた。 

市民運動が萎縮するほどの厳しい規制とならないよ

う、循環型社会形成に関係する行政組織の支援が必要

であると同時に、市民運動として適正な規模でのＢＤ

Ｆ利用に立ち返る必要があろう。3)各種法律の規制が厳しくなりつつある 
 

表１ 県内ＢＤＦ製造施設の概要

㈱A社 B社㈱ ㈱C社 K村 D作業所 E社 F共同作業所 G会 H社㈱

設置時期 H16.4 H16.8 H17.3 H16.7 H18.2 H18.3 H18.7 H18.10 H18.４
能力（１回あたり） 400ℓ 5,000ℓ 600ℓ×2基 200ℓ 150ℓ×2基 90ℓ 100ℓ 100ℓ 200ℓ

回収方法

市民の持ち寄
り

市民の持ち寄
り

産廃、有価物
として自社回
収
有価物として
他業者回収

村内家庭、ペ
ンション等か
ら村が回収

旅館、病院か
ら有価物とし
て購入

豆腐、惣菜
店、学校から
有価物として
購入

町内スーパー
から有価物と
して購入

市内、隣接町
村の学校等か
ら有価物とし
て購入

惣菜店、飲食
店等から有価
物として購入

利用方法

自社業務用車
輌

自社業務用車
輌

自社業務用車
輌

裏磐梯を周回
する定期バス
と自社の送迎
バス

幼稚園送迎バ
ス、タクシー
会社へ販売

関連会社の発
電機、重機燃
料として販売

重機燃料とし
て販売

自社業務用車
輌

自社重機

 
 

表２ 県内ＢＤＦ製造施設における化学組成 

㈱A社 B社㈱ K村 E社 H社㈱

原料廃食用油 2.55 1.99 2.24 3 1.96
バイオディーゼル
（EU≦0.5）

1.038 0.112 0.084 0.224 0.785

1.19 0.69 1.01 0.6 1.74

≦1.00 ≦1.00 8.84 ≦1.00 ≦1.00

≦2.19 ≦1.69 9.85 ≦1.60 ≦2.74

(分析：福島県ハイテクプラザ）
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図１ 軽油・ＢＤＦ混合比率と軸出力   図２、３ ピストン位置とシリンダ内部の圧力図 


